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第１部 現状の整理 
 

第１章 基本構想の趣旨 
 

１ 基本構想策定の趣旨と背景 
 

私たちを取り巻く社会情勢は、人口減少や少子・高齢化の進行、地方分権、高度情報化、

国際化の進展など、多方面にわたり大きく変化しています。 

それに伴い、これまで資料（図書・雑誌や視聴覚資料）や情報の提供（貸出）が主な役

割であった図書館も、本や資料の貸出にとどまらないサービス提供施設への移行が顕著と

なり、開架書架や閲覧席を広く確保した図書館やカフェを併設した図書館など「快適に過

ごせる図書館」が主流となりました。 

さらに近年では、子育て支援としてのブックスタート事業や、幼児期から児童・青少年

期に読書習慣の形成や心の成長に資する図書の提供といった教育的な活動や人生 80 年時

代を心の面で豊かに過ごすための生涯学習を、個人の学習の枠に留めるだけではなく、そ

こで培った経験や知識を地域や社会に還元する活動をする場であることが求められるよ

うになりました。そして現在では、乳幼児から高齢者まで幅広い世代に利用されている図

書館が、人と本、人と情報が出会うだけでなく、集う人と人がつながり、新たな交流が生

まれることで、市街地のにぎわいづくりなどの相乗効果をもたらし、まちづくり全般に寄

与する場所であることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-1-1 図書館のあり方の変化 
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また、図書館は、乳幼児から高齢者まで幅広い世代に利用されている施設であるため、

就学前における本に触れる機会の創出からはじまり、就学時における学習支援、そして退

職後の利用者の居場所としての役割まで、利用者のライフステージにより図書館の役割が

大きく異なります。利用者が子供の頃から図書館に親しみ、ライフステージに応じて図書

館を使いこなしていくことをサポートできる体制を提供することも求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-1-2 ライフステージごとの図書館の役割 

 

 

こうした社会情勢の変化に合わせて図書館に求められる役割が変化する中で、新たに整

備する図書館が、ライフステージごとに異なる利用者のニーズや多様化・複雑化する利用

者のニーズに対応できるとともに、地域が抱える様々な課題解決の支援や、地域の実情に

応じた情報提供サービスなど、幅広い観点から社会に貢献できるよう、必要な機能やサー

ビス提供のあり方などを明らかにするため「常滑市立図書館基本構想（以下、「本構想」

という。）」を策定します。 

 

 

２ 基本構想の位置付け 
 

本構想は、図書館を単独整備することを前提とし、多様な市民の意向を把握、反映し、

常滑市における新たな図書館に求める施設像、役割、機能、運営内容、規模等の具体的な

姿を示すものであり、策定後の基本設計、実施設計に反映させるための基礎資料として位

置付けるとともに、既存の図書館を含めた市全体のサービスを示すものです。 

 
 
３ 諸計画との関係 
 

(１)第６次常滑市総合計画 
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「第６次常滑市総合計画」（以下「総合計画」という。）は、2022(令和４)年度に市の最

上位計画としてスタートし目指すまちの姿を「とことん住みたい 世界とつながる 魅力

創造都市」と定め、これまで培ってきたまちづくりを尊重しつつ、新たな時代にふさわし

い魅力的なまちづくりを、市民・地域・事業者と行政が一体となって進めています。 

総合計画では、目指すまちの姿の実現に向け、７つの「基本目標」を掲げており、図書

館に関しては、基本目標２「創造性や豊かな心を育むまち」を実現するための施策２－２

において、図書館事業の充実を図り、市民の知的好奇心を満たせる環境を整えるとともに、

生涯学習施設・文化施設のあり方の検討を進める方針としています。 

また基本目標７「みんなで創る、持続可能なまち」を実現するための施策７－４「行財

政運営」においては、公共施設全体について、安全性を確保するため、適正な維持管理を

行い、計画的な修繕により長寿命化を図るとともに、機能や配置の適正化、集約化、複合

化を行うことで、施設量の適正化を図る公共施設マネジメントを推進することとしており、

その具体的な計画として、「常滑市公共施設等総合管理計画」、またこれらの計画内容に沿

った行動計画として位置付けられている「常滑市公共施設アクションプラン」（以下「ア

クションプラン」という。）を策定しています。図書館については、2025（令和７）年３

月のアクションプランの改訂により、常滑市民文化会館（以下「文化会館」という。）や

公民館との複合化ではなく、単独で整備する方針とされました。 

なお、本構想の策定は、アクションプランにおける中期期間（2025(令和７)年度～

2034(令和 16)年度）の取組に位置付けられています。 

 

 

(２)第２次常滑市教育大綱 

 

総合計画が示す常滑市の教育に関する目標や施策を達成するため、「第２次常滑市教育

大綱」（以下「教育大綱」という。）が定められており、常滑市の教育における考え方や目

指すべき将来像を「ふるさと常滑を愛し よりよい社会と人生の創り手を育む」という基

本理念として示しています。教育大綱では、その理念を実現するため９つの「基本方針」

を定めており、それを実現するための具体的な計画として、常滑市教育委員会が「常滑市

教育振興基本計画」を定めています。 

常滑市教育振興基本計画では、基本方針２「自ら学びに向かう教育を推進し、基礎的･

基本的な内容を確実に身に付けさせるとともに、自己の可能性を伸ばす力を育みます。」

の中で、精神の安定を図り、読書習慣を定着させるための施策として、全ての小中学校に

おける「朝の読書」と、ＰＴＡや地域の有志、サークル団体等外部の協力を得て行う「読

み聞かせ」活動を行うこととしています。 

また基本方針７「市民のニーズに対応した生涯学習を推進します。」の中では、常滑市

立図書館における図書の充実や園文庫図書の充実、おはなし会・ブックトーク・団体貸出

などの実施による園児や児童生徒の読書活動の推進や、図書館の活性化のための図書館サ

ポーターの活動促進を図ることとされています。なお、図書館については、「市民文化会

館、中央公民館等の複合化に向けた在り方の検討を進め」ることとされていましたが、前

記のとおり、アクションプランの改訂により、単独で整備する方針とされました。 
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図表 1-1-3 諸計画との関係 
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第２章 常滑市の現状 

第１節 地勢 
 

常滑市は、愛知県知多半島の西海岸に位置し、北に知多市、東に阿久比町、半田市、

武豊町、南に美浜町に隣接しています。市域は、55.90㎢、東西６㎞、南北 15㎞、海岸

線 19.8㎞の南北に細長い街であり、平安時代末期ころからの「古常滑」と呼ばれる焼き

物の産地として知られ、瀬戸、信楽、越前、丹波、備前と並び、日本六古窯のひとつと

され、中でも最も古く最大の規模とされており、窯業は現在も主産業となっています。 

常滑市の地名「常滑」の由来については、万葉集にも用例があり、その土壌にあるの

ではないかとされています。「常」は「床」、「滑」は「滑らか」という意味で、「床」と

は地盤のことです。古くから粘土層の露出が多く、その性質が滑らかなため「とこなめ」

と呼び、そうした習俗が地名として定着していったと考えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-2-1 位置図 

 

 

常滑市は、1954（昭和 29）年に、常滑町、鬼崎町、西浦町、大野町及び三和村の４町

１村が合併して誕生し、その後、1957（昭和 32）年に南部に隣接した小鈴谷町のうち、

大谷、小鈴谷、広目及び坂井の４つの地区が市域に加わり、現在の常滑市となりました。 
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図表 1-2-2 公共施設等位置図 

 

現在も、北から、青海地区（三和・大野）・鬼崎地区・常滑地区・南陵地区（西浦・小

鈴谷）という４つの地区に分かれており、それぞれ異なる特色があります。 

 

①青海（せいかい）地区 

地区面積は４地区中最大ですが、地区面積に占める市街化区域の割合は４地区で最小

となっており、農地としての土地利用が大半です。 

②鬼崎（おにざき）地区 

地区面積の約７割が市街化区域となっており、近年実施された土地区画整理事業や集

合住宅の建設による人口定着がみられる地域です。 

③常滑（とこなめ）地区 

都市拠点地区として名鉄常滑駅を中心に、行政機関、金融機関、ホテル等が集積して

います。また市の中央部に位置するため、市庁舎、文化会館、中央公民館、知多半島り

んくう病院等の市全体で利用する施設が集中しています。 

④南陵（なんりょう）地区 

南北約８㎞の長さがあり、地区面積は青海地区に次いで大きいですが、市街化区域は

１割程度と少なく、公共交通はバスのみです。地区の東部は農地・丘陵地となります。 
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第２節 交通 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 1-2-3 交通網図 

 
１ 鉄道 
 

名古屋市・神宮前駅を起点とする名鉄常滑線が東海市、知多市、常滑市の西部を縦断

し、市内には、大野町駅、西ノ口駅、蒲池駅、榎戸駅、多屋駅、常滑駅、りんくう常滑

駅、中部国際空港駅と８駅があります。常滑駅から名古屋市中心部までは、名鉄特急で

約 30分の距離にあり、南北の交通を担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 1-2-4 駅別乗降客数 (数値出典:マップあいち) 
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２ バス 
 

市内には路線バスやコミュニティバス「グルーン」が走っており、東に隣接する半田

市、武豊町、南に隣接する美浜町へとアクセスできます（2026（令和８）年４月時点）。 

コミュニティバスは、常滑市の北部エリア、市街地エリア、南部エリアを６台の電動

（ＥＶ）バスで循環しており、１日あたり約 770人が利用しています。 

 

 
３ 道路 
 

2005(平成 17)年の中部国際空港の開港に合わせて、半田中央ＪＣＴから空港まで、知

多横断道路が整備されたこともあり、常滑ＩＣから名古屋市中心部までは自動車専用道

路で約 30分と交通利便性が良いです。 

また 2027(令和９)年には、東海市の伊勢湾岸自動車道・東海ＪＣＴから知多市を経由

して、常滑市内にある知多横断道路に接続する常滑ＪＣＴ（仮称）に至る、延長約 18.5

㎞の自動車専用道路（西知多道路）の開通も予定されており、さらなるアクセスの向上

が期待されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 1-2-5 愛知県広域幹線道路網図 

 

 
４ 航路 
 

海上交通として、中部国際空港セントレアと三重県・津市を 45分で結ぶ民間の高速船

が毎日運航しています。 
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第３節 人口分布・人口推移 

 
１ 人口分布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 1-2-6 人口分布（出典:RESAS 地域経済分析システム・500mメッシュ） 

 

 

青海地区及び南陵地区は、伊勢湾岸沿いに市街化区域が設定されていることもあり、

地区の西側を中心に人口が集中する地区が点在しています。人口の多くは、市街化区域

の多い、鬼崎地区及び常滑地区に集中しており、その数は総人口の 70％近くとなります。 

また近年、土地区画整理事業を実施した、北汐見坂・虹の丘（鬼崎地区）と飛香台（常

滑地区）に特に集中しており、その数は総人口の 15％になります。 
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２ 総人口の推移 
 

日本は今、人口減少社会に突入しており、国は 2014（平成 26）年 12 月に「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を公表し、人口問題から日本の現状と将来予測を明確にしま

した。 

常滑市全体では、2035（令和 17）年頃までは緩やかな増加が続く見込みですが、2040 

 （令和 22）年には人口減少に転じ、その後、総人口の減少は加速し、2060（令和 42）年

には 54,711人になる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

図表 1-2-7 将来人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-2-8 地区別人口減少推測 
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地区別に見ると、将来の人口推計に差がみられ、鬼崎地区・常滑地区が人口増加・横

ばい傾向であると推測される一方で、青海地区・南陵地区は直線的に減少し続け２分の

１程度に減少すると推測されます。 

 
 
３ 人口ピラミッド 
 

常滑市の人口ピラミッドを見てみると、全国と同じく「つぼ型」となっており、少子・

高齢化が進んでいることがわかります。 

一方で、年代に着目して見ると、30代から 40代前半、10代未満に山があり、いずれ

も全国の人口割合よりも多くなっています。これは、市内の鬼崎地区・常滑地区で大規

模な土地区画整理事業を進めたことにより、生産年齢人口が他自治体から流入するとと

もに出生数が増えたことによるもので、子育て世代が多いまちであることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-2-9 常滑市の人口ピラミッド(数値出典：国勢調査) 

 

 

４ 地域間流動 
 

通勤者・通学者における１日の流出・流入状況をみると、通勤者が流入超過（3,754人）

となっている一方で、通学者は流出超過（1,078 人）となっています。その理由の一つ

として、2005（平成 17）年の中部国際空港の開港以来、周辺の自治体より多くの空港従

業員が市内に通勤していることがあげられ、市内に流入している通勤者 15,392 人のう

ち、約４割（約 5800人）が空港従業員となります。 
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 ①流入者数・流出者数の地域別構成割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②地域間流動マップ（通勤・通学者別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表 1-2-10 地域間流動 (数値出典:RESAS/地域経済分析システム) 
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昼間人口 61,339 人のうち、約 5,800 人は空港従事者であり、現在の図書館の立地で

は、通勤の途中で立ち寄ることは考えにくいことから、昼間人口から空港従事者を除い

た、約 55,500人が、現在の開館時間における主な利用者層と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-2-11 年齢別昼間人口 (数値出典:RESAS/地域経済分析システム) 

 

また、昼間人口から通勤・通学による流入者数を差し引いたものを年齢別に見ると 60

歳以上が 38.1％ともっとも多く、ついで 15歳未満 18.5％となっていることがわかりま

す。 
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第３章 図書館の現状 

第１節 開館からの変遷・沿革 
 

 1909(明治 42)年 ８ 月   図書館設置   常滑尋常小学校内に町立常滑図書館を設置 

 1949(昭和 24)年 ９ 月   図書館開館   町立常滑図書館開館 

 1954(昭和 29)年 ４ 月       常滑市立図書館となる 

  

1970(昭和 45)年 ８ 月    新館竣工     常滑市新開町１丁目 104に新館が竣工される 

           ９月      「谷川文庫」開設 

           10月    新館開館    新館開館、展示活動開始 

1971(昭和 46)年 ８ 月          移動図書館「あおぞら号」巡回開始 

 1982(昭和 57)年 ４ 月    分館開設    南陵公民館に分館（南陵分館）を開設 

 1983(昭和 58)年 ４ 月    分館開設    青海公民館に分館（青海分館）を開設 

 1988(昭和 63)年 ３ 月       移動図書館「あおぞら号」廃止 

           ４ 月    分館開設    鬼崎公民館に分館（鬼崎分館）を開設 

                図書館電算化オンラインシステム稼動 

 1990(平成 ２)年 ４ 月     「谷川徹三文庫」整備 

 1999(平成 11)年 ３ 月      図書資料のバーコード化完了 

 2006(平成 18)年 １ 月     「谷川徹三文庫」を開架化 

 2009(平成 21)年 ４ 月    指定管理    指定管理者制度を導入 

 2014(平成 26)年 ３ 月    分館廃止    鬼崎公民館の市民交流センターへの転用に伴 

         い、鬼崎分館が 25年の幕を閉じる 

     ６ 月      市民交流センターで予約本の受取とブックポ 

ストによる返却本の回収を開始 

 2017(平成 29)年 12月      「新常滑市立図書館あり方検討委員会」発足 

 2019(令和 元)年 ６ 月      「図書館の今後の方針について」説明会を実施 

 2021(令和 ３)年 ９ 月    本館閉館    耐震性能が不足していることから本館を閉館 

2021(令和 ３)年 10 月      分散移転に伴う休館（～2022（令和４）年１月） 

 

 2022(令和 ４年)  １ 月    分散移転    常滑市新庁舎内にこども図書室を開室 

         青海分館を本館として再開、南陵分館を再開 

          文化会館で予約本の受取とブックポスト 

による返却本の回収を開始 

2022(令和 ４)年 12月      図書館旧本館解体 

 2025(令和 ７)年 ３ 月       「図書館は単独整備」とする方針を含む「アク 

         ションプラン（中期計画）」を策定 

       ５月      「常滑市立図書館基本構想策定委員会」発足 

         図書館の今後のあり方を考える 

「図書館市民ワークショップ」を開催 
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第２節 分散移転までの経緯 

図書館旧本館については、早期の建替えが困難なこと、耐震改修と老朽化対策を実施

してもコンクリート自体の劣化の進行により中長期的に安心して使い続けることがで

きないこと、複合化による整備を見据えできるだけ経費を縮減したいことなどから、閉

館し、分散移転をする方針としました。 

分散移転により、旧本館にあった一般書は青海・南陵の各分館へ、児童書については、

庁舎内に新設するこども図書室へ移動しました。また事務機能・閉架書庫は青海分館へ

移転し、青海分館を本館とし、展示室や学習室の機能は、庁舎や文化会館・公民館へ移

転することで、現在の姿となっています。 

 
 

年月 計画等 内容 

2016(平成 28)年

４月 
公共施設等総合管理計画 旧耐震基準、耐震診断未実施 

2018(平成 30)年

２月 

公共施設あり方検討特別委員

会 

市庁舎＋図書館＋中央公民館・文化

会館を複合整備する方針を表明 

（※ホール規模は 300席程度） 

2018(平成 30)年

２月 

公共施設アクションプラン 

（前期計画）（案） 

文化会館利用者から 4,500 筆の反対

署名（文化会館の存続又は 500 席規

模のホール維持） 

2018(平成 30)年

３月 

公共施設アクションプラン 

（前期計画） 

市庁舎は単独整備 

図書館は、アクションプラン前期計

画期間（2018(平成 30)年～2024(令和

６)年）に、文化会館・中央公民館と

複合化の方針に変更（その後、中期計

画期間（2025(令和７)年～2034(令和

16)年に変更） 

2018(平成 30)年 耐震診断の実施 
補正予算により、耐震診断を実施 

「耐震性なし」 

2019(令和元)年

５月 
市議会協議会 

複合化までの臨時措置として、図書

館本館機能を分散移転させる方針 

2019(令和元)年

～ 

2020(令和２)年 

分散移転のための施設整備 
青海公民館への閉架書庫増築、 

市庁舎内にこども図書室整備など 

2022(令和４)年

１月 
本館機能の分散移転 

公民館の用途区画の都合より、 

「図書館法上の図書館」から外れる 

青海本館、南陵分館、こども図書室の

３館体制へ 

 
図表 1-3-1 分散移転の経緯 
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第３節 市内の図書サービス 

常滑市立図書館は、青海本館と２つの分館（南陵分館及びこども図書室）により運営

しています。各館はネットワーク化しており、来館、電話又はインターネットにより予

約することが可能です。また市内にはその他にサービスポイントが２か所（文化会館及

びとこなめ市民交流センター）あり、予約本の受取と本の返却が可能です。 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-3-2 市内全域の図書サービス 

南陵分館 

青海本館 

こども図書室 
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第４節 各施設の概要 

現図書館の施設の概要は以下のとおりです。（2025（令和７）年３月 31日時点） 

 

１ 青海本館 

 

施 設 名 青海本館 

所 在 地 〒479-0005 常滑市大塚町 177番地（青海公民館内） 

構  造 鉄筋コンクリート造（閉架書庫等は鉄骨造） 

建 物 面 積 2,203 ㎡ 

室 面 積 約 700㎡（※閉架書庫・事務室・児童スペース等を含む） 

開 館 日 1983(昭和 58)年４月１日 

開 館 時 間 
午前 10時～午後 5時 30分 

平日（火曜日から金曜日）は午前 10時から午後７時まで開館 

休 館 日 

① 月曜日（月曜日が祝日のときは次の平日に休館） 

② 毎月末日（月末日が土日祝日のときは直前の平日に休館） 

③ 年末年始（12 月 28日～翌年１月４日） 

④ 特別整理期間（毎年１回 15日以内） 

蔵 書 冊 数 118,554 冊 雑誌を除く 

備 考 
法令上は公民館図書室、図書館本館機能を担う 

分散移転時に閉架書庫を増築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-3-3 青海本館 
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２ 南陵分館 

 

施 設 名 南陵分館 

所 在 地 〒479-0805 常滑市苅屋字加茂 151番地（南陵公民館内） 

構  造 鉄筋コンクリート造 

建 物 面 積 2,076 ㎡ 

室 面 積 約 400㎡（ｅスペースを除く） 

開 館 日 1982(昭和 57)年４月１日 

開 館 時 間 午前 10時～午後 5時 30分 

休 館 日 

① 月曜日（月曜日が祝日のときは次の平日に休館） 

② 毎月末日（月末日が土日祝日のときは直前の平日に休館） 

③ 年末年始（12 月 28日～翌年１月４日） 

④ 特別整理期間（毎年１回 15日以内） 

蔵 書 冊 数 36,804 冊  雑誌を除く 

備 考 
法令上は公民館図書室 

分散移転後にｅスペース（学習室）を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-3-4 南陵分館 
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３ こども図書室 

 

施 設 名 こども図書室 

所 在 地 〒479-8610 常滑市飛香台３丁目３番地の５（常滑市庁舎内） 

構  造 鉄骨造 

建 物 面 積 19,443 ㎡ 

室 面 積 231 ㎡ 

開 館 日 2022(令和４)年１月 18日 

開 館 時 間 午前 10時～午後 5時 30分 

休 館 日 

① 月曜日（月曜日が祝日のときは次の平日に休館） 

② 毎月末日（月末日が土日祝日のときは直前の平日に休館） 

③ 年末年始（12 月 28日～翌年１月４日） 

④ 特別整理期間（毎年１回 15日以内） 

蔵 書 冊 数 17,577 冊  雑誌を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-3-5 こども図書室 

 

４ サービスポイント 

市内には、文化会館及びとこなめ市民交流センター（図表 1-3-2）の２か所にサービ

スポイントがあり、予約本の受取と本の返却が可能です。 
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５ 学習室 

分散移転に伴い、文化会館内に学習室（30 席）を設けています。また南陵公民館内に

は、ｅスペース（学習室：25席）があります。 

 

 

第５節 施設の管理運営 

 
2009(平成 21)年４月から、図書館の管理運営を指定管理者に全面委託しています。現

在は、第４期目で 2023(令和５)年から 2027(令和９)年度までが指定期間となっていま

す。なお、主な業務内容等については、次のとおりです。 

 

 

１ 職員 
 

職員 21人（館長１人、チーフ１人、サブチーフ１人、スタッフ 18 人） 

 うち司書資格をもつ者 11人（※ 2025(令和７)年４月１日現在） 

 

 

２ 事業 
 

ア) 図書館資料の収集、整理、保存に関する業務 

イ) 個人貸出 

ウ) 読書会、研究会、各種の鑑賞会及び展覧会等の主催並びに奨励 

エ) 館報、その他の読書資料の発行及び配布 

オ) 時事に関する情報及び参考資料の収集、紹介並びに提供 

カ) 視聴覚資料の収集並びに貸出 

 

 

３ 利用方法 
 

ア) 利 用 者  日本に在住の人、及び館長が認める者 

イ) 館外貸出  本館、分館共通（図書館利用カード共通） 

図書、雑誌（バックナンバー）、紙芝居及びカセットテープ・ＣＤを 

合せて１人 20点まで(内ＣＤは３点まで) 

ウ) 貸出期間   ２週間以内、貴重図書は特別貸出、参考資料は貸出禁止 
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４ 経費 
 

（単位：千円） 

区分 
2024(令和 6)年度 

当初予算額 

2024(令和 6)年度 

決 算 額 

2025(令和 7)年度 

当初予算額 

図書館費（Ａ＋Ｂ） 78,793 81,414 78,793 

Ａ 人件費 47,000 48,705 47,000 

Ｂ 物件費（ａ＋ｂ） 31,793 32,709 31,793 

 ａ 資料費 10,330 10,334 10,330 

 ｂ その他 21,463 22,375 21,463 

 

図表 1-3-6 運営経費 

 

 

【参考】公共施設アクションプランにおける各公民館の取組方針 
 

青海公民館については、2045（令和 27）年ごろに建物の耐用期間を迎えることから、

アクションプランにおける後期期間（2035（令和 17）～2054（令和 36）年）に、小中学

校や保育園など青海地区内の施設との複合化による一体的更新など複合化も含めた検

討を行うこととしています。また同時期に整備された南陵公民館についても、同様で、

南陵地区の小中学校や児童館・保育園、武道場などとの複合化による一体的更新など複

合化も含めた検討を行うこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-3-7 公共施設アクションプラン 
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第６節 図書資料 

１ 館別収集方針及び蔵書構成 

現図書館の資料数は、2025(令和７)年３月 31日現在 180,832冊となっています。 

分散移転により、各館に配置する資料の特徴としては、青海本館には、全ての市民の

要望に適合するよう資料を配置している一方、南陵分館では、一般書は実用書や読み物・

小説を主軸に整備し、参考書は一般的な辞書や事典類、地域資料は常滑市に関するもの

としています。また、こども図書室については、中学生以下の子供を対象とした資料を

中心に整備し、一般書は保護者向け、子育て関連資料を整備しています。 

なお、2023(令和５)年から、とこなめ陶の森陶芸研究所の設計者である堀口捨己関連

の一部資料をとこなめ陶の森において管理しています。 

                                 (単位：冊) 

資料区分 青海本館 南陵分館 こども図書室 とこなめ陶の森 計 

一 般 書 90,496  23,306  291  10  114,103  
０ 総  記 (3,606) (524) (6) (0) (4,136) 
１ 哲  学 (4,856) (955) (14) (0) (5,825) 
２ 歴  史 (8,187) (1,572) (0) (0) (9,759) 
３ 社会科学 (10,564) (2,261) (30) (0) (12,855) 
４ 自然科学 (5,278) (1,980) (19) (0) (7,277) 
５ 技  術 (6,707) (2,713) (220) (6) (9,646) 
６ 産  業 (3,269) (1,229) (0) (0) (4,498) 
７ 芸  術 (16,422) (2,827) (2) (4) (19,255) 
８ 言  語 (1,214) (594) (0) (0) (1,808) 
９ 文  学 (30,393) (8,651) (0) (0) (39,044) 

Ｙ Ａ 1,271  577  0  0  1,848  

児 童 書 23,855  12,266  16,673  0  52,794  

紙 芝 居 712  289  450  0  1,451  

カセットテープ 434  0  0  0  434  

Ｃ Ｄ 1,785  365   163  0  2,313  

Ｄ Ｖ Ｄ 1  1  0  0  2  

雑 誌 6,577  874  435  1  7,887  

計 125,131  37,678  18,012  11  180,832  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図表 1-3-8 資料区分別・館別資料構成（※括弧内は内訳） 
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２ 蔵書冊数の推移 

 

蔵書冊数（紙芝居・視聴覚資料・雑誌を除き、園文庫を含む。）の推移を見ると、2020(令

和２)年度までは 20万冊を超える蔵書がありましたが、2021(令和３)年度より８割程度

に減少しています。これは、分散移転にあたり、「常滑市立図書館分散移転に向けた除籍

計画」を策定し、図書館資料の整理を行ったためです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-3-9 蔵書の推移 

 
 
【参考】分散移転にあたり行った図書館資料の整理 
 

「常滑市立図書館分散移転に向けた除籍計画」では、それまで明文規定がなく運営上

で引き継がれていた除籍の考え方を基本として、資料区分や分類ごとに個別の検討を加

えて具体的な除籍基準を定めました。この基準により除籍対象としたものについて、さ

らに個別に除籍可否の検討を加えて除籍しました。 

その結果、受入れから 10年以内の資料の割合が高くなりました。 
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資料区分 除籍対象外としたもの 除籍対象としたもの 

共通基準 ・受入れから７年を経過しないもの 

・図書館の運営やレファレンスに役立つもの 

・常滑市に関連するもの 

・窯業、陶芸関係 

・谷川徹三文庫、貴重資料 

・雑誌は保存年限に従う 

・複本のうち、地域資料は４冊、児童書は３

冊、一般書は１冊を超えて所蔵するもの

（ブックトークや団体貸出で需要がある

ものを除く。） 

一般書 

ＹＡ 

・大活字本 

・主要な思想や著作を網羅した全集、特定の

作家の全集 

・郷土にゆかりのある著者のもの 

・美術書のうち資料的価値の高いもの 

・受入れから７年を経過し、直近５年間に

１度も貸出のなかったもの 

・観光ガイド、情報科学など情報の入れ替

わりの激しい一部分野は受入れから３年

を経過したもの 

・家政学などの実用書で受入れから７年を

経過したもの 

地域資料 － ・貸出禁止以外の資料で受入れから７年を

経過し、貸出回数累計が０回のもの 

・インターネット上で公表されているもの 

参考書 ・中日新聞縮刷版（全国版）で受入れから 20

年以内 

・中日新聞地方版縮刷版（愛知県知多版） 

・受入れから７年を経過したもの 

児童書 

紙芝居 

・点字絵本、触って楽しむ絵本、大型絵本、一

部の外国語の絵本 

・長く読み継がれ定評のあるもの 

・郷土にゆかりのある著者のもの 

・受入れから７年を経過し、直近５年間に

１度も貸出のなかったもの 

・こども図書室用に買い替えるもの 

カセット

テープ 

ＣＤ 

・文芸、口頭表現に分類されるＣＤ 

・式典、行事などに使用するＣＤ 

・受入れから７年を経過し、直近５年間の

貸出累計が５回以下のカセットテープ 

・受入れから７年を経過し、直近５年間に

１度も貸出のなかったＣＤ 

雑誌 ・永年保存のもの（窯業、陶芸、美術、絵本形

態の幼年雑誌で資料的価値の高いもの、地

域資料に準じるものなど） 

・雑誌ごとに定められた保存年限を過ぎた

もの 

 

図表 1-3-10 分散移転にあたり行った除籍の主な基準 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-3-11 分散移転除籍前後における受入年度別蔵書構成 
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３ 資料費と年間購入冊数 
 

図書館資料費は、指定管理者制度の第２期目以降、指定管理料から 1,000万円以上を

充てることとしており、図書、雑誌、新聞、視聴覚資料、園文庫に配分しています。こ

のうち、図書及び視聴覚資料に係る資料費は、おおむね 800万円から 870万円の間で推

移しています。2021(令和３)年度は、こども図書室を新設したため、児童書の購入冊数

及び資料費が一時的に増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 1-3-12 図書・視聴覚資料費の推移と年間購入冊数 
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第７節 図書館の利用状況 

１ 利用登録者数と貸出冊数 

 

分散移転前の個人貸出人数の推移を見てみると、2015（平成 27）年度以降減少傾向に

あり、2019（平成 31）年度には６万人を切っています。また、個人貸出冊数も減少傾向

にあり、一般・児童ともに、2015（平成 27）年に比べ、大幅に減少しています。 

一方で、2021（令和３）年の分散移転において、こども図書室を整備するとともに青

海本館及び南陵分館に児童書の開架スペースを増やしたことにより、児童書の貸出冊数

は大幅に増えています。 

なお、2019（平成 31）年から 2021（令和３）年は新型コロナウイルス感染症による

閉館、2021（令和３）年は分散移転による閉館が影響しているものと考えられます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 1-3-13 貸出人数と貸出冊数の推移 

 
 

２ 実利用者数と個人貸出冊数 
 

実利用者数の推移を見てみると、図書館の分散移転に左右されることなく 2015（平成

27）年度以降減少傾向にあり、読書離れが危惧されます。 

また人口 1人当たりの個人貸出冊数は、分散移転により、こども図書室が設置された

ことや青海本館及び南陵分館の蔵書数が増えたことから、少し持ち直し横ばい傾向では

あるものの 2015（平成 27）年の８割程度にまで落ち込んでいます。 




